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○ 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 関 す る 特 例 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 八 

 十 三 号 ）                                                 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基

準 の 特 例 ） 

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有

基 準 の 特 例 ） 

第 四 条 （ 略 ） 

 

 

 

一 ～ 六 （ 略 ） 

第 四 条 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 の う ち 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 お

う と す る 者 に 関 し 、 法 第 百 六 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法

第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合

と す る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ） 

七 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 （ 当 該 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 一

項 第 四 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 者 を 含 む 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） が 衛 星 基 幹 放 送 の

業 務 を 行 う 者 で あ る 場 合 に お い て 衛 星 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 次 条 に 規 定 す

る 場 合 に 適 合 し な い 場 合 に お け る 当 該 申 請 者 以 外 の 者 が 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を

行 う 場 合                                  

七 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 （ 当 該 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第

一 項 第 四 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 者 を 含 む 。 ） が 衛 星 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 者 で

あ る 場 合 に お い て 衛 星 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 次 条 に 規 定 す る 場 合 に 適 合

し な い 場 合 に お け る 当 該 申 請 者 以 外 の 者 が 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合                                  

七 の 二 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務

を 行 う 者 で あ る 場 合 に お い て 当 該 申 請 者 が 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合 

 

八 基 幹 放 送 の 普 及 等 の た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 八 基 幹 放 送 の 普 及 等 の た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ） 

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の

自 由 享 有 基 準 の 特 例 ） 

 

第 五 条 の 二 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 の う ち 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送

の 業 務 を 行 お う と す る 者 に 関 し 、 法 第 百 六 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務

に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 四 条 の 二 の と お り と す る 。 

 

（ 支 配 関 係 に 該 当 す る 議 決 権 の 占 め る 割 合 ） （ 支 配 関 係 に 該 当 す る 議 決 権 の 占 め る 割 合 ） 

第 九 条 （ 略 ） 第 九 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 二 項 第 一 号 の 総 務 省 令

で 定 め る 割 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 八

条 の と お り と す る 。 
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（ 支 配 関 係 に 該 当 す る 役 員 の 地 位 を 兼 ね る 者 の 割 合 ） （ 支 配 関 係 に 該 当 す る 役 員 の 地 位 を 兼 ね る 者 の 割 合 ） 
第 十 条 （ 略 ） 第 十 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 二 項 第 三 号 の 総 務 省 令

で 定 め る 割 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 九

条 の と お り と す る 。 

  

 


